
税
務
収
納
課 
☎
66
◆

1
1
1
5

障
が
い
者
の
た
め
の

軽
自
動
車
税
減
免
申
請

◆
障
が
い
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

障
が
い
の
区
分
・
等
級
に
よ
り

減
免
に
該
当
し
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

対
　
象　
障
が
い
者
本
人（
18
歳

未
満
の
身
体
障
が
い
者
、
知
的

障
が
い
者
も
し
く
は
精
神
障
が

い
者
で
、
本
人
と
生
計
を
一
に

す
る
方
を
含
む
）の
所
有
す
る

軽
自
動
車
…
1
人
に
つ
き
1
台

※
普
通
車
は
県
税
事
務
所（
☎
０

５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１
）へ
。

持
参
す
る
も
の　
印
鑑
、
手
帳
、
車

検
証
、
運
転
免
許
証

◆
身
体
障
が
い
者
が
利
用
す
る
た

め
に
改
造
し
て
あ
る
軽
自
動
車

対
　
象　
車
椅
子
の
昇
降
装
置
や

車
止
め
、
浴
槽
の
設
置
な
ど
身

体
障
が
い
者
が
利
用
す
る
た
め

に
改
造
し
て
あ
る
軽
自
動
車

持
参
す
る
物　
印
鑑
、車
検
証
、構

造
が
分
か
る
写
真（
前
後
左
右
）

◇
申
　
請　
5
月
25
日
㈪
ま
で
に

税
務
収
納
課
税
政
担
当
へ
。

◆
前
年
度
に
減
免
の
適
用
を
受
け

て
い
る
方

3
月
中
旬
に
郵
送
し
た「
減
免

と
な
っ
て
い
る
軽
自
動
車
等
の
現

況
報
告
書
」が
新
年
度
の
減
免
申

請
書
と
な
り
ま
す
の
で
、
記
入
の

上
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

長
寿
課 

☎
66
◆

1
1
0
5

介
護
予
防
の
た
め
の

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

4
月
以
降
に
、
対
象
者
へ
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
郵
送
し
ま

す
。
回
答
後
、
同
封
の
封
筒
で
長

寿
課
へ
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

記
入
い
た
だ
い
た
チ
ェ
ッ
ク
表

を
基
に
、
心
身
の
機
能
低
下
の
心

配
が
あ
る
方
に
は
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
が
電
話
や
訪
問
を
し

て
、
介
護
予
防
教
室
な
ど
へ
の
参

加
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

対
　
象　
市
内
在
住
の
75
歳
以
上

の
方
で
、
介
護
保
険
の
要
介
護
、

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
な
い

方
※
75
歳
未
満
で
も
心
身
の
状
態
に

心
配
が
あ
る
方
は
、
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

長
寿
課 

☎
66
◆

1
1
7
6

介
護
保
険
料
の
通
知
書

を
送
付
し
ま
す

65
歳
以
上
で
該
当
す
る
方
に
、

平
成
27
年
度
介
護
保
険
料
仮
徴

収
・
暫
定
賦
課
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

環
境
清
掃
課 

☎
57
◆

4
1
0
0

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

生
後
91
日
以
上
の
犬
は
、
登
録

と
狂
犬
病
予
防
注
射
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
狂
犬

病
予
防
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
飼

い
主
の
義
務
で
す
。

一
生
1
回
の
登
録

毎
年
1
回
の
狂
犬
病
予
防
注
射

○
動
物
診
療
施
設
：
登
録
・
注
射

○
環
境
清
掃
課
：
登
録
・
注
射
済

受
付（
済
票
交
付
手
続
）

登
録
済
の
犬
に
は
案
内
ハ
ガ
キ

を
送
付
し
ま
す
。
記
載
内
容
の
変

更
、
犬
の
死
亡
、
ハ
ガ
キ
が
届
か

な
い
な
ど
の
場
合
は
、
環
境
清
掃

課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
市
外
か

ら
転
入
の
場
合
は
、
前
住
所
で
の

登
録
が
わ
か
る
も
の
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
転
出
の
場
合
は
転
出
先

の
市
町
村
に
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

登
録
・
集
合
注
射

下
表
の
日
程
の
う
ち
、
都
合
の

良
い
会
場
へ
お
出
か
け
く
だ
さ

い
。

持
ち
物　

○
登
録
済
の
犬　

　

案
内
ハ
ガ
キ（
狂
犬
病
予
防
注

射
実
施
・
登
録
確
認
通
知
書
）、

愛
犬
手
帳
、
手
数
料
3
千
400
円

（
注
射
代
・
注
射
済
票
代
）

○
未
登
録
の
犬

　

手
数
料
6
千
400
円（
登
録
代
・

注
射
代
・
注
射
済
票
代
）

※
集
合
注
射
に
は
、
犬
を
リ
ー
ド

で
つ
な
ぎ
、
制
御
で
き
る
人
が

連
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

※
手
数
料
は
つ
り
銭
の
い
ら
な
い

よ
う
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

◆
マ
ナ
ー
を
守
ろ
う

登
録･

注
射
は
も
ち
ろ
ん
で
す

が
、
放
し
飼
い
を
し
な
い
、
散
歩

時
フ
ン
を
拾
う
、
去
勢･

不
妊
手

術
を
行
う
な
ど
、
マ
ナ
ー
を
守
り

最
期
ま
で
愛
情
と
責
任
を
持
っ
て

飼
い
ま
し
ょ
う
。

動
物
の
遺
棄･

虐
待
は

犯
罪
で
す
！

2015.4
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集合登録・狂犬病予防注射の日程〈4月〉
日にち 会場名 時　間
6日 ㈪ 形原公民館 午後1時〜2時30分

7日 ㈫ 形原八区集会所 午後1時〜2時
拾石町会館 午後2時30分〜3時　

8日 ㈬ 西浦公民館 午後1時〜2時30分

9日 ㈭ 東部公民館 午後1時〜2時
北部公民館 午後2時15分〜3時

10日 ㈮ 三谷公民館 午後1時〜2時
南部市民センター 午後2時15分〜2時45分

13日 ㈪ 図書館 午後1時〜2時
天白神社 午後2時30分〜3時

14日 ㈫ 西浦公民館 午後1時〜1時45分
（旧）西部市民センター 午後2時〜2時30分

15日 ㈬ 秋葉神社（本町） 午後1時〜1時30分
西部公民館 午後1時45分〜2時30分

16日 ㈭ 大塚公民館 午後1時〜1時45分
ひめはる会館 午後2時〜2時15分

17日 ㈮ 塩津公民館 午後1時〜2時
市役所（中部保育園西車庫前） 午後2時30分〜3時


